
 

 

☆参加費無料  ☆予約不要  ☆手話通訳あり  

◎問い合わせ先 

朝倉市人権・同和対策課 人権・同和教育係   

電 話：０９４６－２８－７８６１ 

メール：jinken-kyoiku@city.asakura.lg.jp 

昨年４月、改正障害者差別解消法が施行され、事業者においても 

「不当な差別取扱いの禁止」に加え、「合理的配慮の提供」が 

義務となりました。 

「障がい」に関する基礎知識や合理的配慮の提供について 

基本的なポイントをお伝えします。「共生社会の実現」に向けて 

一緒に考えましょう。 

 

【講師からのメッセージ】 
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